
様式第７号（第１１条関係）

（家） 第１３２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和 ８年（２０２６年）４月 １日

　

般廃棄物処理業許可証
住

　　　　

所

　

宇部市大字上宇部２８４２番地３０
事 業 場 所 在 地

　　　　　　　

同

　　　

上

氏名又は名称

　

株式会社アースクリエイティブ

　　　　　　　

代表取締役 栗 原

　

和 実

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項又は第６項の
規定により許可を受けた者であることを証する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

膿 同 盟ｇ

　　　　　　　　　　

宇部市長 篠 崎

　

圭 二型］橋 脚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

き 審 察

めでご

量．題ｒて〔；

可燃ｇ
橋脚
吾計県

許

　

可

　

の

　

区

　

分 収集・運搬

事

　

業

　

の

　

範

　

囲
１

　

一般廃棄物 （し尿及び浄化槽汚泥・汚水を除く）

２

　

家庭系一時多量ごみ

事

　　

業

　　

区

　　

域 宇部市全域

許可 の 有効期 限
令和

　

８年４月

　

１日

　

から

令和１０年３月３１日

　

まで

積替 （保管） 場所
１

　

宇部市大字妻崎開作１３１９番地の１

　　　　

（面積９０ボ）

２

　

宇部市大字山中字甲石７００番 １ ７

　　　　　

（面積５０話）

許

　　

可

　　

条

　　

件

１

　

廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びに市条例及び要綱、その他関係

　

法令を遵守すること。
２

　

市処理施設へ産業廃棄物を持ち込まないこと。
３

　

要綱規定の表示をした許可車両以外を使用しないこと。
４

　

積荷検査等について、 これを拒否しないこと。
５

　

その他市長の指示に従うこと。

特

　　

記

　　

事

　　

項


